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川口ダム自然エネルギーミュージアム  

運営等業務概要説明書  

 

 

１ 業務名 

  川口ダム自然エネルギーミュージアム運営等業務 

 

２ 運営に関する基本的な考え方 

（１）関係法令及び条例等の規程を遵守すること。 

（２）業務の実施に必要な許認可の申請を行うこと。 

（３）ミュージアムが自然エネルギーの普及促進及び次代の技術者育成に寄与するこ

とを目的として設置されたことを踏まえ、利用者のサービスの向上及び利用促

進に努めること。 

（４）利用者の意見を運営に反映させるとともに、利用者の平等かつ公平な利用を確

保すること。 

（５）施設の性能及び機能を理解し、利用者へのサービスが円滑に提供され、施設の

利用者が安全かつ快適に利用できるように努めること。 

（６）個人情報の保護を徹底すること。 

（７）環境に配慮した運営を行うこと。 

（８）近隣住民や関係機関との良好な関係を維持すること。 

（９）服務規律を厳正にし、徳島県企業局（以下「企業局」という。）の名誉を傷つけ

ないこと。 

（10）企業局職員との良好なる人間関係の保持に努めること。 

（11）服装は統一感のあるものとし、名札をつけること。 

（12）ミュージアムで前受託者が実施していた普及活動及び関係機関との連携等につ

いては、引き続いて実施するよう努めること。 

 

３ 業務及び企画提案の内容 

 （１）川口ダム自然エネルギーミュージアムの運営等業務の概要 

   ア 運営場所 

川口ダム自然エネルギーミュージアム 

  徳島県那賀郡那賀町吉野字イヤ谷７２－１ 

  徳島県企業局 川口庁舎１階（別図１参照） 

イ 委託期間 

  令和８年４月１日から令和８年１０月３１日まで 

 

 （２）川口ダム自然エネルギーミュージアムの運営 

  別に定める「川口ダム自然エネルギーミュージアム運営要領」に基づき、次の各事

項を実施する。 

ア 運営体制 

a. 本業務に対して統括責任者及び現場責任者を選任することとし、やむを得な
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い事情により変更する場合は、企業局に協議の上、１４日以内に変更選任通知

書を提出すること。 

b. 統括責任者は、企業局と緊密なる連携を保持すること。 

c. 本業務の対象施設には原則として、ミュージアムを運営するにふさわしい専

門的な知識を有する者を選任するとともに、統括責任者又は現場責任者を含む

３名以上のスタッフを常時配置し、安定した運営を図ること。 

d. 那賀町在住の者を優先的に配置すること。 

e 各種個別業務の責任体制を確立すること。 

f. 円滑な業務推進のため、運営開始日に先立ちミュージアムが企業局又は企業

局が指定する者から必要な事務引継を受け、かつ本業務の実施に必要な研修を

実施し、運営に必要な知識と技術の習得に努めること。また、委託期間の終了、

又は契約の解除に際しては、企業局又は企業局が指定する者に対し、速やかに

事務引継ぎを行うこと。なお、これらに要する経費は受託者の負担とする。 

g. 本業務の履行に当たり、本業務従事者は関係諸法令を守り、誠実にこれを完

遂しなければならない。 

イ 目標体験者数 

 １０，０００人（お絵かきスマートタウン体験者を除くバーチャルコンテンツ

（※１）体験者数及び入館者数の合算とする） 

ウ モニタリングの実施 

 企業局は本業務の実施状況を把握し、良好な運営状況を確保するために、モニ

タリングを実施することができる。 

 また、施設の効果的かつ効率的な運営及びサービス向上の観点から、毎月セル

フモニタリングを実施すること。 

a. 事業報告書等 

 ・毎月の業務終了後１０日以内に、月次報告書等を企業局に提出すること。 

 ・委託期間の終了後速やかに、本業務の実施状況や利用状況等を正確に記載し

た事業報告書を作成し、企業局に提出すること。 

b. セルフモニタリング 

 ・毎月セルフモニタリングを実施して、その結果を月次報告書等とともに企業

局へ提出すること。 

c. 実地調査 

 ・企業局は本業務の適正な運営を期すため、必要に応じて業務日誌の点検及び

業務の状況等の実地調査を行う。 

エ 情報管理 

a. 業務の実施を通じて知り得た情報 

 本業務従事者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び企業局の行政事務

で一般に公開されていない事項を外部に漏らし、又は他の目的に使用してはな

らない。 

 また、委託期間が満了し、又は契約が解除され、若しくは従事者が職務を退

いた後においても同様とする。 

b. 個人情報 

 本業務を実施するに当たって個人情報を取り扱う場合は、その取り扱いに十
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分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の適切な管理に努

め、個人情報の保護を図るため必要な措置を講ずること。 

 個人情報の漏えい等の行為には、徳島県個人情報保護条例に基づき罰則が適

用される場合がある。 

オ 危機管理対応 

a. 自然災害、人為災害、事故等のあらゆる非常事態に備え、あらかじめ対応マ

ニュアルを作成し、企業局に報告するとともに、スタッフを指導すること。 

b. 次の各号に該当する場合は、速やかに企業局に報告するとともに、その指示

に従わなければならない。 

 ・災害その他の事故により、負傷者等が発生したとき。 

 ・災害その他の事故により、施設にかかる企業局の財産が滅失したとき。 

 ・施設の利用を中止する必要が生じたとき。 

 ・その他業務実施上、不測の事態が生じたとき。 

c. 委託期間中１回の消防訓練及び避難訓練を実施すること。 

d. 屋外での案内業務やイベント実施時等は、気象状況に応じ、水分・塩分の補

給や休憩時間の確保など、安全管理に十分留意すること。特に夏季における業

務の実施に当たっては、徳島県版「クーリングシェルター」にミュージアムが

指定されていることを踏まえ、来館者及び本業務従事者への飲料水提供を図る

など熱中症予防対策を講じること。 

カ 各種保険 

 建物及び物品の火災保険については、企業局が加入する。 

キ 原状回復義務 

a. 委託期間の満了等による場合 

 委託期間が満了したとき、又は契約を解除されたときは、企業局の指示する

ところにより、施設又は設備を原状に回復しなければならない。また、施設又

は設備の変更をしようとするときは、あらかじめ企業局と協議すること。 

b. き損滅失した場合 

 施設又は設備をき損滅失したときは、企業局の指示するところにより、施設

又は設備を原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。 

ク 備品の管理 

a. 本業務に必要な備品については原則として受託者が準備するものとする。 

なお机、椅子、ロッカー、電話器等については企業局が貸与する。 

b. 企業局の備品が経年劣化等により本業務の実施の用に供することができなく

なった場合は、必要に応じて、企業局が当該備品を調達する。 

c. 故意または過失により企業局の備品をき損滅失したときは、当該備品と同等

の機能を有するものを調達することとし、当該備品の所有権は企業局に帰属す

るものとする。 

ケ 労働者の交替 

a. 企業局は、本業務従事者が業務の遂行に当たり、遵守すべき企業局の業務処

理方法等に従わないとき、又は業務処理の能率が著しく低いと認められるとき

は、その理由を付した書面により、本業務従事者の交替を請求することができ

る。 
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b. 本業務従事者が交替する場合には、その旨を事前に企業局へ通知するととも

に、後任本業務従事者に数日間の事務引継ぎを行い、以後の業務に支障がない

よう措置を講ずること。 

なお、この場合の経費は受託者が負担するものとする。 

コ ライフライン等について 

 電気、水道、電話、インターネット環境については企業局が整備し、受託者に

支給する。 

サ ごみ減量・リサイクル 

 施設から発生する廃棄物の発生抑制に努めるとともに、那賀町の分別ルールに

沿って適切に分別を行い、町が実施する回収ルート等を活用するなどして、可能

な限り資源化していくこと。 

 なお、資源回収及び廃棄物処理に伴う費用は受託者が負担するものとする。 

シ 業務内容 

a. 出入口等の施錠解錠 

 開閉館時刻に合わせ、企業局の指定する場所の施錠と解錠を実施すること。 

b. 受付案内業務（接客対応、電話対応、団体対応、苦情対応等） 

 来館者への案内対応、遠足等団体の予約対応、質問等への対応、その他利用

者が円滑に施設を利用できるよう、受付案内業務を実施すること。 

c. 展示解説等 

 ・映像展示室の体験型デジタルアートの体験手順の指導及び補助を行うこと。 

 ・環境学習室の展示物・映像鑑賞・工作キット等についての案内、解説、実演

を実施すること。 

d. 展示物等メンテナンス 

 来館者が安全かつ快適に利用できるよう、展示物等の適切な日常点検、清掃、

管理等を実施すること。（別添の保守点検対象物一覧を参照） 

e. 清掃業務 

川口庁舎１階及びその周辺並びに川口ダム自然エネルギーミュージアムに関

連する施設の衛生的環境と美観を保持するとともに、清潔かつ爽快で安全な利

用が確保できるよう、臨時休館中においても巡回点検及び清掃業務を実施する

こと。 

f. 駐車場等の交通整理 

川口ダム自然エネルギーミュージアム駐車場と国道からミュージアムへの入

口付近の来館車両の誘導・整理、来館者の案内・誘導、渋滞緩和の交通整理、

駐車場の施錠と解錠。 

g. 自然エネルギー設備の見学者対応 

「太陽光」、「水力」、「風力」、「バイオマス」の各発電設備の見学者に

対する案内を実施すること並びに、川口ダム、川口発電所及び日野谷発電所の

見学者に対する案内を委託期間中に合計２０回以上実施すること。ただし、各

発電所の工事等に伴い、長期間見学を見合わせる場合はこの限りでない。 

また、見学会実施における安全を確保するため、受託者において交通誘導員

を適正に配備すること。 

h. 広報業務 
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 ・企画イベント等の情報をＨＰやメールマガジン、ＳＮＳ等で発信すること。

（ＨＰは日本語と英語の２ヶ国語対応とする。） 

  また、広報紙等を作成し、広くミュージアムとスマート回廊のＰＲを図るこ

と。（ＰＲ用ポスター、パンフレット等用原案の制作（新聞及び各種広報雑

誌用デザインも含む）、印刷、配布。） 

 ・新聞等広告については委託期間中１２回以上実施すること。 

 ・スマート回廊周辺地域で実施する各種イベントへの協力と、これにかかる

広報用チラシの作成、必要な物品等の準備をすること。 

・ミュージアム来館者の増加を目的とした広報用映像資料を、徳島県民に広く

告知がなされるよう、県内 CATV 等において放送すること。 

i. 企画・普及活動 

 ・日本科学未来館と連携し、ＩＣＴを活用した授業により「エネルギー問題」

等の学習の場づくりに取り組むこと。 

 ・日本科学未来館等から借り受ける実験機器等を使用するなど、先端科学に触

れることができるイベントを企画し、来館者に対して積極的に自然エネルギ

ーの普及啓発や科学技術の紹介を行うこと。 

 ・スマート回廊周辺地域及び関連施設を活用した実験教室、体験学習の企画立

案等を行うこと。 

 ・県内の小中学校等を訪問し「自然エネルギーの普及啓発」や「最先端科学の

体験」をテーマとした出前授業を委託期間中８回以上行うこと。 

 ・県内小中学校に向け、「小・中学校の課外学習モデル構築事業」（※２）に

係る周知及び受付事務等を行うこと。 

 ・企業局が実施している事業やその取組について県民の周知を図り、自然エネ

ルギーに関心を持ってもらうよう、「とくしま自然エネルギー探検隊」（※

３）を委託期間中２回以上行うこと。また、そのうち１回以上は那賀町内で

宿泊を伴うイベントとし、川口ダム湖においてカヌー・ＳＵＰを活用したウ

ォーターアクティビティを取り入れ、必要に応じてインストラクターを配備

すること。なお、那賀町在住のインストラクターを優先的に配備すること。 

 ・川口ダム湖の知名度アップのため、ダム堤体やダム湖周辺のさくら、あじさ

いのライトアップ等を行うこと。 

 ・イベントを実施した場合、イベント中の写真を企業局に提出すること。ま

た、写真については、イベント参加者から事前に広報素材としての使用許

諾を得ること。 

j. 各種協議会等への参加 

 ・川口ダム自然エネルギーミュージアムが加盟する各種協議会等の総会、研

修会等について、企業局に事前連絡の上、原則として統括責任者又は現場

責任者が出席すること。（年数回程度） 

k. コンテンツリニューアル工事期間中の業務 

・コンテンツリニューアルのため工事を行う期間（令和８年９月から１０月

までを予定）については、ミュージアムを臨時休館する。このとき、ア c.
に定めるスタッフの常時配置は要しないが、ミュージアムへの問合せ等

に対して適切に対応できる体制を確保すること。また、企業局との連携を
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密にし、必要に応じて工事等に立ち会うこと。 
・当該工事期間中については、リニューアルに関する広報や出前授業、ス

マート回廊周辺地域で実施するイベント等を企画立案し実施すること。 
l. 責任分担 

・ミュージアム運営等業務における責任分担を以下のとおりとする。 

 

 項目 企業局 受託者 

 1 施設設備の維持管理（清掃等を含む）  ○ 

 2 機械設備の保守点検（軽微なもの）  ○ 

 3 敷地内の環境保全  ○ 

 4 物品の保管・管理  ○ 

 5 利用促進事業の企画、運営  ○ 

 6 施設設備の修繕 ○  

 7 事故、火災等による施設の損傷（事案による） ○ ○ 

 8 不可抗力、施設の瑕疵に基づく利用者の被災 ○  

 9 施設の運営上の瑕疵に基づく利用者の被災  ○ 

10 火災共済保険加入 ○  

11 施設賠償責任保険加入 ○  

12 包括的な運営責任  ○ 

 

m. その他 

ここに定めのない事項については、必要に応じて企業局と受託者で協議し決

定する。 

         

（※１）川口ダム自然エネルギーミュージアムが運用している YouTube、ICT

授業、VR 体験、お絵かきスマートタウンの総称。 

（※２）子どもたちに「川口ダム自然エネルギーミュージアム」や川口ダム

湖周辺地域の「スマート回廊」を利用して、川の恵みや、自然エネル

ギーを学んでもらう企業局のバス借上料補助事業。 

（※３）企業局所管施設（和田島太陽光発電所等）の見学及び森林体験エリ

ア（あいあいらんど横の那賀町町有林等）を利用した森林体験学習の

実施を盛り込んだバスツアー（ツアー１回当たり親子４０名程度で

実施、各施設については別紙参照。参加料を徴収して実施）。 


